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（１）計画策定の趣旨 
従来、公共公益的な活動・サービスは、その多くを行政が担ってきました。しかしな

がら、近年の少子高齢化の進行や人々のライフスタイルの変化、価値観の多様化等によ

り、地域の課題も複雑・多様化し、行政が単独で解決することが困難となってきていま

す。 

一方、従来から各学区での地域活動やＮＰＯ・ボランティア団体による市民公益活動

が盛んに行われており、これまで行政が対応しにくかった公共公益的な役割を担うこと

も多くなってきています。 

本市では、こうした状況を踏まえ、様々な地域づくり、市民公益活動の展開により、

市民と行政がそれぞれの役割と責任を分担し、相互に連携・協力してまちづくりを進め

る協働型社会を目指してきました。 

本計画は、こうした協働のまちづくりをさらに推進するため、平成２６年７月に施行

した「草津市協働のまちづくり条例」を具現化し、実効性を担保するために策定するも

のです。 

 

（２）計画の位置づけ 

  市政運営の基本原則を定めた「草津市自治体基本条例」においては、まちづくりにお

ける協働について定めており、平成２６年７月には、協働の取組をさらに進めるため「草

津市協働のまちづくり条例」を施行しました。 

  また、草津市の最上位計画である「第５次草津市総合計画※」では、まちづくりを担う

各主体が責任と役割を分担することとしており、住民自治に関する協働のあり方を示し

た「草津市協働のまちづくり行動計画」や市民公益活動を推進する「草津市市民協働推

進計画」をこれまでに策定してきました。 

  本計画は、草津市協働のまちづくり条例第２４条の規定に基づき、協働によるまち

づくりを総合的かつ計画的に進めるため、先の２つの計画を踏襲・発展した計画とし

て位置づけるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※がついている用語は、P3５からの「用語解説」をご覧ください。 
 

１．基本的事項 

第１章 計画の概要 
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（３）計画の期間 

計画期間は平成２７年度から平成３１年度までの５年間としますが、策定後の社会情勢

の変化や事業の進捗状況等を踏まえ、中間年度である平成２９年度に、見直しを行うもの

です。 

 

  ▼スケジュール 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成 31年度 

草津市協働のまち

づくり条例 

 

 

     

草津市協働のまち

づくり推進計画 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

草津市自治体基本条例 

草津市協働のまちづくり条例 

草津市協働のまちづくり 
推進計画 

草津市協働の 

まちづくり行動計画 

草津市市民協働 

推進計画 

H24.4施行 

H22.4～H25.3 

H26.7施行 

H24.4～H27.3 

H22.4～H33.3 

第５次草津市総合計画 

H27.4～H32.3 

▼関係図 

平成 26年 7月施行（一部 平成 26年 4月施行） 

策定 
実施（平成 27年度～平成 31年度） 

平成 29年度見直し実施 
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草津市協働のまちづくり条例第２条 

 

 

（１）用語の定義 

 

項目 内容 

協働 

共通の目的を実現するために、市民と市民が、または市民と

市が責任および役割を分担し、相互の信頼および理解のもと、

互いの特性および能力を持ち寄って連携し、および協力するこ

とで、単独で取り組むよりも大きな成果が期待される取組をい

います。 

市民 
市内に居住し、通勤し、もしくは通学する者、市内で活動す

る団体または市内で事業を営む者をいいます。 

まちづくり協議会 

基礎的コミュニティ等を中心とし、概ね小学校区を範囲とし

て設置される区域を代表する総合的な自治組織であって、市長

が認定したものをいいます。 

基礎的コミュニティ 
町内会、自治会その他の地縁に基づいて形成された自治組織

をいいます。 

市民公益活動団体 

不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、

特定の課題解決に向けて自発的かつ自主的に活動を行う営利

を目的としない団体をいいます。 

教育機関 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大

学その他の学校および同法第１２４条に規定する専修学校を

いいます。 

中間支援組織 

まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うととも

に、市民と市民または市民と市の間に立って協働によるまちづ

くりを推進する組織をいいます。 

市 
議会、市長およびその他の執行機関を含めた地方公共団体と

しての草津市をいいます。 

 

 

 

 

２．基本的な考え方 

◎「市民」には、「まちづくり協議会」「基礎的コミュニティ」「市民公益活動団体」 

「教育機関」「中間支援組織」も含まれます。 



4 

 

（２）市民と行政の協働の領域 

下図のように、まちづくりの範囲は「①市民主体」から「⑤行政主体」まで考えられ

ますが、このうち重なり合う「②市民主導」から「④行政主導」までが市民と行政の協

働の範囲の基本となります。ここでは、わかりやすいように「市民」と「行政」の協働

のイメージを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

② 市民主導 

市民が主導で行 

い、行政の協力 

が必要な事業 

 

 

③ 市民・行政 

市民と行政が連 

携・協力して行う 

事業 

 

 

④ 行政主導 

行政が主導で行 

い市民の参加・参 

画が必要な事業 

 

 

⑤ 行政主体 

行政が主体性と 

責任を持って行 

う事業 

 

 

① 市民主体 

市民が自主的・ 

自発的に責任を 

持って行う事業 

 

協働の範囲 

▼「市民」と「行政」の協働の領域 

 （山岡義典氏「時代が動くとき－社会の変革と NPO の可能性」（ぎょうせい）を一部加工 

し掲載しています。） 

◎「市民」「まちづくり協議会」「基礎的コミュニティ」「市民公益活動団体」「教育機関」を

まとめて「市民」と表示し、市長およびその他の執行機関を「行政」としています。 
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草津市協働のまちづくり条例第３条 

（３）協働の基本原則 

協働に取り組む各主体が、パートナーとしての関係を構築し、協働の効果をより高

め、相乗効果を発揮していくためには、草津市協働のまちづくり条例で定めた以下の

７つの原則を理解し守りながら、取組を進めることが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７つの基本原則】 

① 対等の原則 

  対等な横の関係を保ちながら、お互いをパートナーとして尊重し、取組を進めることが

大切です。 

② 自主・自立の原則 

  それぞれが、自己決定、自己責任のもとで活動し、パートナーの自主性を妨げないよ

うにすることが大切です。また、お互いを尊重しながらも依存することなく、自立した

関係を保つことも大切です。 

③ 相互理解の原則 

  お互いの立場や特性の違いを十分理解した上で、それぞれの果たすべき役割、責任分

担等を明確にし、より良い協働関係を構築することが大切です。 

④ 共有の原則 

  何のために協働するのか、事業の到達点はどこかということを、事前に確認し合い協

力関係を結んでいくことが大切です。 

⑤ 公開の原則 

  協働事業の過程および成果について透明性を確保するため、広く情報公開を行うこと

が大切です。 

⑥ 評価の原則 

  協働事業の過程や成果について、相互に評価・検証を行い、相互が理解したうえでよ

り良い協働関係を築き、次へのステップアップにつなげることが大切です。 

⑦ 相互変革の原則 

  協働は、従来よりも良い進め方や考え方があれば、両者とも柔軟に対応していくこと

が必要です。協働の過程を通じてパートナー同士が共に学び、共に変わり、共に成長し

ていく姿勢および意識を持つことが大切です。 
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市民と市が協働で次のような取組を行っています。 

 
 

 

 

 

○●協働によるまちづくりの事例●○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

概要 町内会の役割や重要性を認識してもらい、町内会の加入促進を

目的として、市で啓発チラシや物品の作成を行い、町内会やまち

づくり協議会と協働し啓発活動を行いました。 

役割 

 

基礎的コミュニティ 市 

・啓発物品等による地域住民への 

声かけや啓発 

・地域の行事での活用 

・啓発チラシの作成 

・啓発物品の作成 

・予算の確保 

協働の成果  町内会に関心を持ち、理解してもらうために、チラシ等により

協働で啓発活動を行うことで、より効果的にアピールすることが

できました。 

 

 

 

 

 

概要 効果的に防犯活動を行うために、まちづくり協議会と市が協働

で、地域住民とともに自分たちのまちの犯罪に強いところ、弱いと

ころを点検して歩き、学区ごとに防犯マップを作成し、子どもたち

の安全・安心を見守る取組を行いました。 

役割 

 

まちづくり協議会 市 

・関係団体や子どもたちの動員 

・現地調査（まち歩き） 

・調査結果取りまとめ 

・マップ作りに関するノウハウの提供 

・犯罪情報の提供 

・マップ作成予算の確保 

協働の成果  関係団体や子どもたちが集い、共に地域の防犯について主体的

に取り組むことで、地域の防犯体制の強化や意識の向上につなが

りました。 

 

協働の組み合わせ 事例① 学区別防犯マップ作成事業 
× まちづくり協議会 市 

協働の組み合わせ 事例② 町内会加入促進事業 
基礎的ｺﾐｭﾆﾃｨ × 市 
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概要 認知症サポーターに対する講座として、医師や介護経験者、先進

地の職員など様々な関係者を講師に招き認知症への理解や地域での

活動について学びました。また、認知症のご本人やご家族が安心し

て過ごせる居場所、介護者が相談できる場づくり等を行いました。 

役割 

 

市民公益活動団体 市 

・講師の調整 

・啓発物の作成 

・カフェの準備 

・カフェの運営 

・周知活動 

・開催場所の調整 

・サポーターの掘り起し 

・サポーターへの参加勧奨 

・周知活動 

協働の成果  毎回様々な企画や講師を調整していただき、サポーター、ご本人

やご家族ともに認知症を理解し楽しめる場となっていました。本事

業を通して、地域の中に意欲のあるボランティアの方が多くいるこ

とを知ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例③ 認知症カフェなごみ 
協働の組み合わせ 

市 市民公益活動団体 × 
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 ▼図２：草津市の高齢化率の予測     ▼図１：将来推計人口 

資料：草津市推計 
資料：草津市人口ビジョン 

 

（１）地方分権の進展                             

地方分権の進展により、地方自治体には、画一的な市政運営ではなく、自らの責任と

判断で地方の実情に沿った自治行政を行うことが求められています。まちの進路が地方

自治体の意思に委ねられるという転換期にあたり、地域の事情をよく知り、地域に愛着

を持つ市民の皆さんの意見やアイデアが生かされ、市民と市が対話をしながら決定し、

行動するまちづくりが必要とされています。 

 

（２）少子高齢化の進行                            

草津市は、全国的に人口減少が進む中にあっても、転入超過による社会増が続いてい

ます。一方で、未婚率が高い、出生率が低いという都会的な弱みも抱えています。現状

の出生率が続くと２０４０（平成５２）年には草津市でも人口減少が始まるとする推計

もあります（社人研推計）。この推計では２０４０年になっても転入超過が続くとされて

いますが、宅地開発等の状況を踏まえて検討すると、今後１０年程度でこれまでのよう

な大きな転入超過は収束していくものと見込まれます。現状の出生率が続いて転入超過

が収束すると少子化が進むだけでなく、１５年後の２０３０（平成４２）年には人口減

少が始まることが想定されます（低位推移）。（図１）また、高齢化率（総人口に占める

６５歳以上の人口の割合）についても徐々に上昇していくことが予測されます。（図２） 

このような人口の変化は、社会保障のあり方にも影響し、これまで同様の市民サービ

スを維持していくことが困難となることも予想されています。 

 

 

 

（３）市民ニーズの多様化                 

人々のライフスタイルや価値観の多様化、地域社会におけるコミュニティの希薄化等

を背景とし、多様化する市民ニーズの全てに市が対応することは、限られた人材と行政

コストの観点から困難となってきています。このような複雑化した地域の課題を解決す

るためには、市と市民が協働の取組により、解決にあたることが不可欠になります。 

第２章 協働のまちづくりの現状と課題 

１．協働のまちづくりの背景 

（％） 
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【市民】 

・地域活動への参加    ・市民公益活動の推進 

【市】 

・市民が活動しやすい環境整備     ・まちづくり情報の提供 

  ・まちづくり活動の支援、資金助成   ・協働事業の推進 

  ・中間支援組織の活用          ・人材育成事業の展開 

・地域共生社会の構築 

協働のまちづくりを推進するためのポイント 資料：企画調整課 

 

計画の推進にあたっては、まちづくりにおける各主体がそれぞれの役割と責任を分担し、

互いに力を合わせて協働のまちづくりを推進していくことが大切です。ここでは、各主体

の現状と課題について整理します。 

 

                             

本市では、第５次草津市総合計画に基づき、市民との協働事業を推進し、協働のまちづ

くりに参画いただける仕組みづくりを進めてきました。しかし、平成２８年度に実施した

「草津市のまちづくりについての市民意識調査」では、市民主役のまちづくりが進んでい

ると思われる方の割合は１６．２％に留まっています。（図３） 

今後、住み良いまちを築いていくために、地域住民においては他人事になりがちな地域

づくりを「我が事」として捉え、他人や地域のことに関心を持ち、行動していくことが求

められます。市においては、地域づくりの取組の支援と、公的な福祉サービスへのつなぎ

を含めた「丸ごと」の総合支援の体制づくりが求められます。このように、地域の住民そ

れぞれが役割を持ち、自分らしく活躍できる地域コミュニティを通じて、多様な主体が協

働する地域共生社会を実現する必要があります。 

 そのため、市はまちづくりの主体である「市民」「まちづくり協議会」「基礎的コミュニ

ティ」「市民公益活動団体」「教育機関」「中間支援組織」と連携・協力するため、まちづく

り活動の情報を積極的に発信するほか、市民がより活動しやすい環境整備等に努める必要

があり、市としてはコミュニティ活動の拠点となる（仮称）市民総合交流センターの整備

事業を進めています。 

 

▼図３：平成２８年度草津市のまちづくりについての市民意識調査 

 

                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（１）市と市民の現状と課題 
２．まちづくりにおける各主体の現状と課題 

「市民主役のまちづくりが進んでいると思われますか。」 
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まちづくり協議会は、「自分たちの地域は自分たちでつくる」という考えのもと、地域の

課題を解決するための取組や、それぞれの地域の特性を生かした地域主体のまちづくりを

目指した取組を行う住民主体の自治組織であり、平成２２年から平成２４年にかけて市内

全学区で設立され、自主的・計画的にまちづくりを進められています。 

市では「草津市協働のまちづくり条例」第１１条に基づき区域を代表する総合的な自治

組織として、平成２６年８月に１３学区のまちづくり協議会を認定し、平成２８年には老

上西学区まちづくり協議会が設立され、現在１４学区のまちづくり協議会を認定していま

す。また、平成２９年度から、１３学区において地域まちづくりセンターの指定管理を導

入しました。まちづくり協議会は、自分たちの地域をより住み良い地域とするために、地

域の現状や課題、目指すべき将来像を掲げ、課題解決に向けた取組を計画的に行うための

「地域まちづくり計画」を策定し、この実現に向けた地域づくりが進められており、市の

パートナーとして協働によるまちづくりの展開が図られています。 

今後、地域まちづくりセンターを拠点に、施設管理と併せて、より一層、地域の実情に

合った柔軟な対応や地域の特性を活かした地域主体のまちづくりの更なる展開が必要とさ

れています。一方、地域によっては、新たなまちづくりの担い手の確保が急務となってい

ることから、新たな人材の発掘に繋がる事業を検討しています。 
 

▼図４：まちづくり協議会の設立状況 

学区 組織名 設立年月日 

志津 志津まちづくり協議会 平成 23 年 12 月 17 日 

志津南 志津南学区まちづくり協議会 平成 24 年 4 月 1 日 

草津 草津学区ひと・まちいきいき協議会 平成 22 年 11 月 3 日 

大路 大路区まちづくり協議会 平成 24 年 2 月 4 日 

渋川 渋川学区まちづくり協議会 平成 24 年 12 月 2 日 

矢倉 矢倉学区未来のまち協議会 平成 24 年 1 月 22 日 

老上 老上学区まちづくり協議会 平成 24 年 2 月 5 日 

老上西 老上西学区まちづくり協議会 平成 28 年 4 月 1 日 

玉川 玉川学区まちづくり協議会 平成 24 年 2 月 3 日 

南笠東 南笠東学区まちづくり協議会 平成 23 年 6 月 4 日 

山田 山田学区まちづくり協議会 平成 24 年 3 月 24 日 

笠縫 笠縫学区まちづくり協議会 平成 24 年 1 月 28 日 

笠縫東 笠縫東学区まちづくり協議会 平成 24 年 11 月 24 日 

常盤 人と地域が輝く常盤協議会 平成 24 年 1 月 28 日 

 

 

 

 

・地域まちづくり計画に基づくまちづくりの展開 

・市のパートナーとしての協働のまちづくりの展開 

・地域活動参加のきっかけづくり 

協働のまちづくりを推進するためのポイント 

（２）まちづくり協議会の現状と課題 



11 

資料：企画調整課 

 

基礎的コミュニティには、地域での環境美化活動や地域住民相互のふれあいを深める催

しを実施することで、町内会活動の活性化に取り組んでいただいています。市内には、2１

９の町内会等（平成２９年４月現在）があり、平成２８年度では加入率が９１．５％（図 5）

となっていますが、基礎的コミュニティの活性化について満足している市民は１４．９％

（図６）と少なく、基礎的コミュニティの空洞化が懸念されています。これは、住民の価

値観の多様化や共働き世帯や１人暮らし世帯の増加、駅周辺におけるアパートやマンショ

ン、新たな分譲宅地の増加により、地域活動への参加意識が高まりにくい状況にあり、地

域コミュニティの希薄化が進行している現れでもあります。 

また、地域によっては、少子高齢化の進行等により、役員のなり手不足や固定化につい

ても懸念されています。 

市民一人ひとりが基礎的コミュニティの役割や重要性を理解し、コミュニティ活動を活

性化させることにより、地域の魅力を高めていくことにつながるため、より一層の啓発活

動や町内会活動等の活性化を図ることが求められています。 

  

▼図５：町内会加入率の推移（毎年度３月３１日の数値）    資料：草津市まちづくり協働課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼図６：平成２８年度草津市のまちづくりについての市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

・町内会活動などの活性化 

・町内会活動の意義啓発 

協働のまちづくりを推進するためのポイント 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

加入率 90.2 90.2 89.6 88.1 87.0 88.2 87.3 87.5 87.6 91.5

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0単位(％) 

（３）基礎的コミュニティの現状と課題 

「基礎的コミュニティの活性化」について満足されていますか？ 
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市民公益活動団体には、自主事業や協働事業の実施、団体間同士の連携を通じて市民公

益活動の展開をしていただいています。また、ホームページやＳＮＳを活用した情報の発

信を行うことで、団体活動情報の発信に取り組まれている中、市民公益活動団体数は、計

画策定時からほぼ横ばいですが、１０年前に比べると大幅に増加しており、福祉や環境、

防災等、多様な分野で活動が繰り広げられています。しかしながら、多くの団体では、活

動資金や活動場所の確保という課題を抱えているのが現状です。（図７、図８） 

複雑・多様化した地域課題を解決していくためには、様々な市民公益活動団体がその特

性を生かして活動するとともに、他の主体と連携し、相乗効果を発揮してまちづくりを行

うことが重要です。 

また、市民から理解や参加を得るため、広く情報を発信し、透明性を確保するとともに、

活動意欲の醸成を図ることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民公益活動の展開 

・団体活動情報の発信 

協働のまちづくりを推進するためのポイント 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

市民活動情報誌 236 238 230 238 243 236 272 263 264 263

まちづくりセンター 76 67 67 73 69 68 65 55 57 56

コミュニティ支援センター 39 37 36 36 37 35 36 32 34 33

社会福祉協議会 93 94 113 133 140 159 207 309 319 319

0

50

100

150

200

250

300

350

団
体
数

■市民活動情報誌 ：（公財）草津市コミュニティ事業団が発行する市民活動 

情報誌に掲載されている団体数 

■まちづくりセンター：市立まちづくりセンターに登録されている団体数 

■コミュニティ支援センター ：草津コミュニティ支援センターに登録されている団体数 

■社会福祉協議会 ：草津市社会福祉協議会に登録されているボランティア団体数 

資料：草津市まちづくり協働課 

（４）市民公益活動団体の現状と課題 

▼図７：市民公益活動団体数の推移（毎年度 3 月 31 日現在） 

▼図８：平成 25 年度市民活動団体調査 

資料：（公財）草津市コミュニティ事業団 
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教育機関には、学生等への情報提供や地域と連携した事業実施や、学校スペースの開放

を通じて、学校資源の提供に取り組んでいただいています。また、地域課題の研究や審議

会等への参画、地域協働合校推進事業の実施、コミュニティ・スクールくさつの実施、地

域向け講座の実施を通じて、教育・研究を生かした連携に取り組んでいただいています。 

市内には幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学等の多くの教育機関があ

ります。第５次草津市総合計画の中では、「産学公民との協働によるまちづくりの展開」や、

「地域協働合校の取組の推進」についても掲げています。 

立命館大学をはじめとする大学と市との連携事業では、各種イベントの共催・後援や審

議会等委員としての専門知識の提供等により、協働のまちづくりを進めています。また、

小・中学校では、地域の方と連携しながら子どもの学習を支援するシステムとして、地域

協働合校を実施しています。学校・家庭・地域がそれぞれの教育機能を十分に発揮し、互

いに協働することにより、子どもが健全に育ち、人が輝く地域づくりを目指して、様々な

地域活動に取り組んでいただいています。平成２８年度は４５６もの事業が実施され、延

べ２０万人を超える方が事業に参加されています。 

このように、教育機関は様々な人材、物的・知的資源を有し、個性豊かな地域社会の形

成の支援や、地域の課題の解決のため積極的なまちづくりのためには欠かせない存在とな

っており、学校資源の提供や教育、研究を生かした連携が求められます。 

 

▼図９：地域協働合校の様子                   

 

 

 

 

 

 

▼図１０：平成 2８年度提携大学との連携事業内容（合計事業件数１２８件） 

 

 

     
  ・学校資源の提供 

・教育、研究を生かした連携 

協働のまちづくりを推進するためのポイント 

（５）教育機関の現状と課題 

資料：草津未来研究所 

資料：地域協働合校事例集 
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◆中間支援組織の指定要件（草津市協働のまちづくり条例施行規則第 13 条） 

（１）市民公益活動団体等の交流促進機能を持つこと。 

（２）まちづくりに関する情報の収集および発信機能を持つこと。 

（３）まちづくりに関する相談およびコンサルティング機能を持つこと。 

（４）まちづくりに関する人材育成および研修機能を持つこと。 

（５）まちづくりに関する活動支援および資金助成機能を持つこと。 

                     

中間支援組織には、団体間の交流促進事業を通じて、市民公益活動団体等の交流促進や、

ボランティア講座やコミュニティビジネスを通じた人材育成事業の展開等、自主的なまち

づくりに関する支援を行っています。 

協働のまちづくりに対し、各主体が抱える課題を効果的に解決し、組織の活動を活性化

させるためにも、中間支援組織には団体間のコーディネート、情報発信、相談、人材育成

等による支援が求められています。また、自らが持つ中間支援機能を高めるため、中間支

援組織同士の連携、協力を行うことが不可欠です。 

市は「草津市協働のまちづくり条例」第２２条に基づき、協働によるまちづくりを円滑

に進めるため、市民と市民または市民と市の間に立って支援する公益財団法人草津市コミ

ュニティ事業団および社会福祉法人草津市社会福祉協議会を中間支援組織として指定して

います。同条例では、市は、指定した中間支援組織を積極的に活用するものとしており、

今後、中間支援組織の役割は、ますます重要なものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民公益活動団体等の交流促進   ・まちづくり情報の収集、発信 

・相談、コンサルティングの実施   ・人材育成事業の展開 

 ・まちづくり活動支援、資金助成   ・中間支援組織同士の連携、協力 

 

 
協働のまちづくりを推進するためのポイント 

（６）中間支援組織の現状と課題 

【公益財団法人草津市コミュニティ事業団】 

コミュニティの発展とまちづくりに関する事業を展開するほか、市内のコミュニティ振興事業お

よび公共施設の指定管理の受託を行いながら、中間支援機能を発揮し、まちづくりの中では、市民

と市民または市民と市等の間に立って調整、助言、ならびに情報提供などの支援といった役割を担

っています。 

 

【社会福祉法人草津市社会福祉協議会】 

社会福祉法第 10 条に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として規定された公共性

と自主性を有する民間組織です。団体自らの活動だけでなく学区の社会福祉協議会や市内のボラン

ティア団体との協働により地域福祉を進めています。また、市民と市民、または市民と市等の間に

立って調整、助言、ならびに情報提供などの支援を行い、中間支援機能を発揮します。 
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計画の中間見直しにあたって、まちづくりにおける各主体の現状と課題を踏まえて、市

が今後取り組むべき事業について整理し、計画と現状の整合性を図ります。 

計画策定から２年間の事業の進捗と各主体の課題を整理した結果、住みよいまちづくり

を進めるために、地域の課題は自分たちで解決するという、まちづくりに対する市民の意

識の醸成がより重要であると考えられます。 

例えば、地域コミュニティ、テーマコミュニティを問わず、まちづくりの担い手の高齢

化、固定化が問題となっており、新しいまちづくりの担い手を発掘することは、住民自治

の確立のために必要であることと考えられます。新しいまちづくりの担い手として、団塊

の世代はもちろん、学生や子育て世代の若者や共に暮らす草津市民として外国籍住民も想

定されます。このような多様な方々にまちづくりを担っていただくきっかけづくりは、そ

れぞれのニーズに合ったものが必要となり、きっかけづくりとなる事業を新事業として、

追加します。 

また、市民公益活動団体等が自主的な活動を行うためには、自らが活動資金の確保に努

める必要があります。市民公益活動団体等の資金調達についての支援策を追加します。 

草津市の課題を発見し、解決するためには市民だけではなく、大学や企業といった専門

家と連携していくことは欠かせません。草津の未来のまちを考えるために、大学、企業、

行政が、市民の方々と話し合い、交流できる環境を提供することも重要であると考えられ

ます。 

 市民ニーズの多様化・複雑化に伴い、これまでのような高齢者・障害者・子どもといっ

た対象者ごとにサービスを提供するのは困難となってきています。地域の住民が支えあい

ながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを通じて、多様な主体が協働して暮らす

ことのできる「地域共生社会」を実現する必要があります。  

なお、各主体（市民、まちづくり協議会、基礎的コミュニティ、市民公益活動団体、教

育機関、中間支援組織）に期待される取り組みについては、それぞれの特色を活かし実施

されていますが、それらの取り組みは継続的に実施することにより、成果が出るものと考

えられます。そのため、今回の中間見直しについては、策定時に示した事業の進捗を報告

するものとし、年次計画に変更が生じたものや事業概要に修正が必要なものに関しては、

現状との整合性を図り、所要の修正を行います。 

 

 

 

 

 

 

３．今後の取組 
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◎各主体の役割や期待される取組については、Ｐ１７、Ｐ１８の施策体系図で示してい

ます。さらに、各主体の期待される取組や事業例、市の具体的施策についてはＰ１９か

らＰ３２に詳しく記載しています。 

 

 

   

第２章の現状と課題を踏まえ、協働によるまちづくりを具体的に進めていくための施策を

まとめました。 

草津市協働のまちづくり条例に掲げる各主体の役割に基づき、「市民」「まちづくり協議

会」「基礎的コミュニティ」「市民公益活動団体」「教育機関」「中間支援組織」においては

期待される取組、「市」については具体的な施策を示し、互いに力を合わせて協働によるま

ちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼協働によるまちづくりに取り組むイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 
草津市 

第３章 協働推進のための施策展開 

１．施策体系 

市 民 
まちづくり協議会 
基礎的コミュニティ 

連携・協力 

市民公益活動団体 
教 育 機 関 

連携 

連携・協力 

コーディネート 
（指定） 

活用 

協力 

中間支援組織 

連携 

みんなでつくる協働のまち草津 
～ 多様な主体が草津の力に ～ 

目 指 す 姿 
市の最上位計画である「第５次草津市総合計画」を多様なまちづくりの主体と協働で進める

ため、各主体の役割を明確にし、それぞれがまちづくりを行い、自分たちの力だけでは課題を

解決できないものについては連携・協力し、住み良いまちを目指します。また、地域課題を他

人事とせず、地域住民が支えあい、多様な主体が協働して暮らすことのできる「地域共生社会」

を目指します。 

連携・協力 

コーディネート 

コーディネート 

支援 



17 

A B A A B B

地
域
活
動
へ
の
参
加

市
民
公
益
活
動
の
推
進

地
域
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
基
づ
く

　
　
　
　
ま
ち
づ
く
り
の
展
開

町
内
会
活
動
な
ど
の
活
性
化

町
内
会
活
動
な
ど
の
意
義
啓
発

団
体
活
動
情
報
の
発
信

a a a a b ｃ a a a b a

基
礎
的
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

へ
の
参
加

市
民
公
益
活
動
へ
の
理
解

地
域
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定
・
実
行

地
域
に
お
け
る
公
共
施
設
の
指
定
管
理

協
働
事
業
の
展
開

行
政
と
の
意
見
交
換

絆
を
深
め
る
事
業
の
展
開

広
報
活
動
や
交
流
事
業
の
開
催

自
主
事
業
や
協
働
事
業
の
実
施

団
体
間
同
士
の
連
携

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
や
広
報
誌
な
ど
を

活
用
し
た
広
報
展
開

各

主

体

の

役

割

１．市  民 ２．まちづくり協議会 ３．基礎的コミュニティ ４．市民公益活動団体

（条例第４条）
   自らがまちづくりの主役である
ことを認識し、自主的なまちづく
りに取り組むとともに、協働によ
るまちづくりを推進するよう努め
ましょう。

（条例第５条）
　地域住民の意見や要望を把握し、
課題の解決に向けて計画的にまちづ
くりに取り組みましょう。市、市民
公益活動団体等と連携、協力するよ
う努めましょう。

（条例第６条）
　地域の絆を深め、身近な地域
の課題を解決するよう努めま
しょう。自らが行う活動に関
し、地域住民の理解が得られる
よう努め、参加の機会を確保し
ましょう。

（条例第７条）
　活動の社会的意義を自覚し、専門性や柔
軟性を生かし、まちづくりに取り組みま
しょう。情報を発信し、活動の理解や参加
が得られるよう努めましょう。市、まちづ
くり協議会等と連携、協力するよう努めま
しょう。

(1) (1) (1) (1)

地
域
主
体
の

　
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

絆
を
深
め
る

　
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

特
性
を
生
か
し
た

　
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

推

進

項

目

B A

基

本

方

針

自
主
的
な

　
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

期

待

さ

れ

る

取

組

市
の
パ
ー

ト
ナ
ー

と
し
て
の

　
　
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
展
開

市
民
公
益
活
動
の
展
開

（第17条） （第19条） （第5条） （第6条） （第7条）

条例 条例 条例 条例

（条例第10条）

市民が取り組む自主的なまちづ

くりを尊重します。協働のまちづ

くりを推進するために必要な環境

整備に努めます。まちづくり協議

会、市民公益活動団体等と連携、

協力するよう努めます。市民が市

の事業へ参加する機会を提供し、

積極的に情報提供を行います。

（Ａ）市民が活動しやすい環境整備

（１）各主体への支援

連携・協力

市の役割 推進項目基本方針

（２）協働推進体制の強化

（Ｃ）人材育成事業の展開

（Ｂ）中間支援組織の活用

（Ａ）協働事業の推進

（Ｃ）まちづくり活動支援・資金助成

（Ｂ）まちづくり情報の提供

み ん な で つ く る 協 働 の ま ち 草 津

（第16条）

（条例第10条）

（条例第22条）

（条例第26条）

条例第14条、

第18条、第20条

条例第10条、

第20条、第21条

（条例第10条）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「条例」…草津市協働のまちづくり条例 

「規則」…草津市協働のまちづくり条例施行規則 

みんなでつくる 協働のまち草津 ▼施策体系図 

各
主
体
の
役
割 

基 

本 

方 

針 

推 

進 

項 

目 
期
待
さ
れ
る
取
組 
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(2)

組
織
強
化

C Ａ

相
談
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
の
実
施

中
間
支
援
組
織
同
士
の
連
携
・
協
力

a b a b a b a a b a b a

地
域
活
動
へ
の
参
加
促
進

学
校
ス
ペ
ー

ス
や
備
品
の
提
供

地
域
課
題
の
共
同
研
究

学
習
社
会
の
醸
成

情
報
サ
イ
ト
の
充
実

情
報
誌
の
充
実

技
術
的
援
助
の
充
実

人
材
育
成
講
座
の
実
施

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
講
座
の
実
施

備
品
貸
与
や
活
動
機
会
の
提
供

助
成
金
制
度
や
活
動
支
援
情
報
の
充
実

事
業
連
携
の
実
施

６．中間支援組織

（条例第８条）
　地域社会の発展に資するよう、その特
性を生かし、まちづくりに取り組みま
しょう。

（条例第９条）
　自主的なまちづくりに関する支援や、各主体間における調整を行うよう努めま
しょう。自らの機能を高めるため、中間支援組織相互の情報を共有し、連携、協力
するよう努めましょう。

５．教育機関

各
主
体
へ
の
支
援

(1)

教
育
・
研
究
を
生
か
し
た

　
ま
ち
づ
く
り
へ
の
貢
献

A B A B D E

人
材
育
成
事
業
の
展
開

ま
ち
づ
く
り
活
動
支
援
・
資
金
助
成

ま
ち
づ
く
り
情
報
の
収
集
・
発
信

(1)

a

団
体
間
の
交
流
促
進
事
業
の
展
開

学
校
資
源
の
提
供
・
活
用

教
育
・
研
究
を
生
か
し
た
連
携

市
民
公
益
活
動
団
体
等
の
交
流
促
進

（第8条） （第21条） （第13条） （第9条）

条例 規則 条例

具体的施策

【ｂ】情報誌の充実

【ｂ】技術的援助

【ｂ】市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換

【ａ】情報サイトの充実

【ａ】財政的援助

【ａ】市民活動拠点の充実

【ａ】協働事業の実施

【ａ】市民公益活動・地域活動の推進

【ａ】職員研修の実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

～ 多様な主体が 草津の力に ～ 
多様な主体が連携・協力しながら 

まちづくりに取り組みます。 
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基本方針(1) 自主的なまちづくりの推進 

【推進項目 A  地域活動への参加】 

 

【推進項目 B 市民公益活動の推進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．まちづくり協議会 
基本方針(1) 地域主体のまちづくりの推進 

【推進項目 A 地域まちづくり計画に基づくまちづくりの展開】 

期待される 

取組 

a 基礎的コミュニティへの参加 

 地域住民一人ひとりが、町内会をはじめとする基礎的コミュニティの

活動の意義や役割を再認識し、地域活動に自主的に参加することや協力

することが期待されます。 

事業例 ・町内会等の基礎的コミュニティへの加入 ・行事等への参加 など 

期待される 

取組 

a 市民公益活動への理解 

市民公益活動が推進されるよう、市民公益活動団体の果たす社会的役

割および意義を理解し、その活動を応援することが期待されます。 

事業例 ・各種イベント等への参加  ・市民公益活動への参加 など 

期待される 

取組 

a 地域まちづくり計画の策定・実行 

 自分たちの地域の目指すべき将来像や現状の課題、課題の解決のための

取組を示した「地域まちづくり計画」を策定し、その計画に沿って、地域

住民が一丸となって、地域課題の解決に向けた取組や地域の特色を生かし

た取組を実行することが期待されます。また、より効果的・効率的に取組

を実行できるよう、他の主体と連携・協力することも期待されます。 

事業例 
・地域まちづくり計画の策定 

・地域まちづくり計画による事業の展開 など 

２．期待される取組 

 
 

市の具体的施策 

① 市民が活動しやすい環境整備 

・市民活動拠点の充実  ・市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換 

② まちづくり情報の提供 

・情報サイトの充実   ・情報誌の充実 

 

１．市民 
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【推進項目 B 市のパートナーとしての協働のまちづくりの展開】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

期待される 

取組 

a 地域における公共施設の指定管理 

 まちづくり協議会が自分たちで考え、活動し、住民ニーズに合った取組

を進めるために公共施設（市民センター・公民館）を地域のまちづくりの

拠点として、指定管理者制度※により管理、運営することが期待されます。 

事業例 ・指定管理者制度による地域まちづくりセンターの管理、運営 など 

期待される 

取組 

b 協働事業の展開 

地域の実情に沿った対応ができるよう、市と共に協働した方が効果の高

い事業についての取組を進めていくことが期待されます。 

事業例 
・防災訓練の計画や実施  ・防犯マップの作成  

・介護予防事業の実施 など 

期待される 

取組 

c 行政との意見交換 

地域の課題解決に向けた取組や地域まちづくり計画に基づいた取組等

について、行政と意見交換を行うことが期待されます。 

事業例 ・市長とまちづくりトーク など 

 

 

① 市民が活動しやすい環境整備 

 ・市民活動拠点の充実 ・市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換 

② まちづくり情報の提供 

 ・情報サイトの充実  ・情報誌の充実 

③ まちづくり活動の支援、資金助成 

 ・財政的援助 ・技術的援助 

④ 協働事業の推進 

 ・協働事業の実施 

⑤ 中間支援組織の活用 

 ・市民公益活動、地域活動の推進  

市の具体的施策 
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３．基礎的コミュニティ 
基本方針(1) 絆を深めるまちづくりの推進 

【推進項目 A  町内会活動などの活性化】  

 

 

【推進項目 B 町内会活動などの意義啓発】 

                  

期待される 

取組 

a 絆を深める事業の展開 

 地域のつながりが希薄になりつつあるなかで、町内会の活動や役割を理

解してもらい、地域の方々が積極的に町内会活動に参加いただける取組を

進めることが期待されます。また、幅広い世代の方が気軽に町内会活動に

参加しやすい環境を作ることも期待されます。 

事業例 
・地域での環境美化活動の実施 ・誰もが参加しやすい行事の実施 

・地域住民相互のふれあいを深める催しの実施 など 

期待される 

取組 

a 広報活動や交流事業の開催 

 町内会がどのような活動を行っているのか、町内会の必要性などを広く

理解してもらうための取組を進め、地域の方とのつながりを深めるための

交流事業を進めていくことが期待されます。 

事業例 
・広報誌等の作成 ・啓発活動 

・地域住民相互のふれあいを深める催しの実施 など 

 

① 市民が活動しやすい環境整備 

 ・市民活動拠点の充実 ・市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換 

② まちづくり情報の提供 

 ・情報サイトの充実  ・情報誌の充実 

③ まちづくり活動の支援、資金助成 

 ・財政的援助 ・技術的援助 

④ 中間支援組織の活用 

 ・市民公益活動、地域活動の推進  

 市の具体的施策 
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４．市民公益活動団体 
基本方針(1) 特性を生かしたまちづくりの推進 

【推進項目 A  市民公益活動の展開】 

 

【推進項目 B 団体活動情報の発信】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

期待される 

取組 

a 自主事業や協働事業の実施 

自らの活動が果たす社会的意義を自覚し、専門性、柔軟性、先駆性、創

造性等の特性を生かし、市やまちづくり協議会等と連携・協力しながらま

ちづくりに貢献することが期待されます。 

事業例 ・助成金や市民まちづくり提案事業※等を活用した事業の展開 など 

期待される 

取組 

ｂ 団体間同士の連携 

市民公益活動団体同士のネットワークを構築するため、市民公益活動を

行う団体間の自主的な連携、連絡の場の運営を行うことが期待されます。 

事業例 ・市民公益活動団体連絡協議会の運営 など 

期待される 

取組 

a インターネットや広報誌などを活用した広報展開 

 市民に情報提供を分かりやすく行い、活動意欲の醸成を図るとともに、

自らの活動情報を広く公開し透明性を確保することが期待されます。 

事業例 ・ホームページやＳＮＳ※を活用した情報発信 など 

 

① 市民が活動しやすい環境整備 

 ・市民活動拠点の充実 ・市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換 

② まちづくり情報の提供 

 ・情報サイトの充実  ・情報誌の充実 

③ まちづくり活動の支援、資金助成 

 ・財政的援助   ・技術的援助 

④ 協働事業の推進 

 ・協働事業の実施 

⑤ 中間支援組織の活用 

 ・市民公益活動、地域活動の推進  

 市の具体的施策 



23 

５．教育機関 
基本方針(1) 教育・研究を生かしたまちづくりへの貢献 

【推進項目 A  学校資源の提供】 

 

【推進項目 B 教育・研究を生かした連携】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待される

取組 

a 地域活動への参加促進 

児童、生徒、学生の地域社会に対する関心を深め、まちづくりへの積極

的な参加を促すことが期待されます。 

事業例 ・学生等への情報提供 ・地域と連携した事業実施 など 

期待される 

取組 

b 学校スペースや備品の提供 

まちづくりの推進のため、学校スペースや備品等の貸し出し等が期待さ

れます。 

事業例 ・学校スペースの開放 ・学校備品の貸し出し など 

期待される

取組 

a 地域課題の共同研究 

 地域の課題に対して、他の主体と共同で研究を行うことが期待されま

す。 

事業例 ・地域課題の研究 ・審議会等への参画 など 

期待される 

取組 

b 学習社会の醸成 

 地域等との連携による学習機会の提供により、子どもと大人が共に育ち

あう、より良い学習社会の醸成が期待されます。 

事業例 
・地域協働合校推進事業の実施  

・コミュニティ･スクールくさつの実施 ・地域向け講座の実施 など 

 

① 協働事業の推進 

 ・協働事業の実施 

 市の具体的施策 
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６．中間支援組織 
基本方針(1) 各主体への支援 

【推進項目 A  市民公益活動団体等の交流促進】 

 

【推進項目 B まちづくり情報の収集・発信】 

 

【推進項目Ｃ 相談・コンサルティングの実施】 

 

 

期待される 

取組 

a 団体間の交流促進事業の展開 

市民公益活動団体同士の交流や市民の理解を促すために、活動紹介を行

うなど、市民公益活動の裾野を広げていくことが期待されます。また、地

域で活動されている団体同士の交流を促進することも期待されます。 

事業例 

・パワフル交流･市民の日※の実施 ・まちづくり協議会交流会※の支援 

・地域サロン交流会※の実施 ・福祉を考える市民のつどい※の実施 

・ボランティアフェスティバル※の実施 など 

期待される 

取組 

a 情報サイトの充実 

市内の様々なまちづくり活動や実務に役立つ情報など収集し、ホームペ

ージ等にて広く市民へ発信することが期待されます。また、情報分野にお

いて各団体へのサポートを行うことも期待されます。 

事業例 

・地域ポータルサイト「くさつ情報ネット」※の運営 

・まちづくり協議会ホームページのサポート ・まちの情報局※の設置 

・ICT 活用法の研究※ ・まちづくりデジタル年表の作成 

・市社協ホームページの運営 など 

期待される 

取組 

b 情報誌の充実 

市民がまちづくり活動に関心を持つきっかけづくりとするため、市内の

まちづくり活動や地域での取組を発信する情報誌を発行し、広く市民に発

信しながら、市内におけるまちづくりに対する理解を促すことが期待され

ます。 

事業例 
・「コミュニティくさつ」※の発行 ・「社協くさつ」※の発行  

・ボランティア情報紙「よみ～な」※の発行 など 

期待される 

取組 

a 技術的援助の充実 

市民公益活動や地域活動を進めていく中での実務的な課題に対し、相談

窓口を設置するなど技術的なサポートを行うことが期待されます。 

事業例 
・協働コーディネーター※の配置 ・地域サロン活動支援員※の配置 

・プロボノ制度※の実施 ・地域福祉活動推進支援強化事業 など 



25 

【推進項目 D 人材育成事業の展開】 

 

【推進項目Ｅ まちづくり活動支援・資金助成】  

期待される 

取組 

a 人材育成講座の実施 

まちづくり協議会や基礎的コミュニティ、市民公益活動団体などを対象

とした人材育成講座を実施し、組織を担う人材育成事業に取り組むことが

期待されます。 

事業例 

・人と街の未来をつくるカレッジ※の実施 

・ボランティア講座の実施  ・福祉活動推進員育成講座※の実施 

・実務講座※の実施 ・地域福祉活動推進支援強化事業 など 

期待される 

取組 

b 組織マネジメント講座の実施 

まちづくり協議会や基礎的コミュニティ、市民公益活動団体における実

務や資金調達などの専門分野における学習機会を提供しながら、組織の運

営力を高めるサポートを行うことが期待されます。 

事業例 
・人と街の未来をつくるカレッジ※の実施   

・コミュニティビジネス講座※の実施 など 

期待される 

取組 

a 備品貸与や活動機会の提供 

イベントや催しなどに必要となる各種備品や設備などを貸し出し、活動

機会を創出する支援を行うことが期待されます。 

事業例 

・まちづくり機器※貸出事業    ・地域サロン備品貸出事業  

・福祉車両貸出事業  ・地域支え合い運送支援事業※ 

・「レンタルねっと☆くさつ」※の運営 など 

期待される 

取組 

b 助成金制度や活動支援情報の充実 

市民公益活動団体の立ち上げや事業支援として、助成金などによる資金

面でのサポートを行うことが期待されます。また、市内の市民活動情報や

実務支援情報を提供し、活動のサポートを行うことも期待されます。 

事業例 

・市民活動助成金制度の実施（ひとまちキラリ助成） 

・市民活動ハンドブック※の作成 ・コミュニティ AWARD※の実施 

・市民活動情報誌「つながりのめ」の発行  

・まちづくり協議会情報ネットワークの構築 

・地域まちづくりセンター支援業務 

・まちづくり協議会向けハンドブックの作成 

・協働事業報告会の実施  ・各種福祉団体への事業助成 

・地域福祉活動への助成  ・地域サロン活動※の支援 

・ボランティアグループ、地域サロン活動リストの発行 など 
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基本方針(2) 組織強化 

【推進項目Ａ  中間支援組織同士の連携・協力】 

      
 

 

                    

期待される 

取組 

a 事業連携の実施 

中間支援組織同士で学習会などを行い、相互理解や中間支援力を高めて

いくことが期待されます。また、類似する事業については合同で行うなど、

事業を効果的に実施することが期待されます。 

事業例 

・中間支援組織連携事業の実施  

・ボランティア、市民活動コーディネート力の強化 

・市民ふれあい秋まつりの実施 

・「レンタルねっと☆くさつ」※の運営 など 

 

① 市民が活動しやすい環境整備 

・市民活動拠点の充実  ・市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換 

② まちづくり情報の提供 

・情報サイトの充実  ・情報誌の充実 

③ まちづくり活動の支援、資金助成 

 ・財政的援助  ・技術的援助 

④ 協働事業の推進 

 ・協働事業の実施 

⑤ 中間支援組織の活用 

 ・市民公益活動、地域活動の推進  

 市の具体的施策 
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基本方針(1) 各主体への支援 

【推進項目 A 市民が活動しやすい環境整備】 

 

具体的 

施策 

a 市民活動拠点の充実 

草津市中心市街地活性化基本計画※に基づき、コミュニティ活動の拠点

となる（仮称）市民総合交流センター※の整備を計画的に推進します。 

また、産学公民が連携し、草津の未来のまちづくりについて、気軽に立

ち寄り話し合う場となる、アーバンデザインセンターびわこ・くさつを設

立・運営します。 

事業名 ①(仮称)市民総合交流センター整備事業 担当課 都市再生課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

    

事業名 
新 ②アーバンデザインセンターびわこ・ 

くさつ設立・運営 
担当課 草津未来研究所 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

    

      

具体的 

施策 

b 市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換 

多様化する市民ニーズに対応し、地域主体のまちづくりを進めるため、

市民センター（公民館）について指定管理者制度※を導入します。導入に

あたっては、地域まちづくりセンターとして位置づけ、まちづくり協議会

で管理運営できるよう進めていきます。 

事業名 ①地域まちづくりセンターの指定管理 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 
 

 

  

具体的 

施策 

a 情報サイトの充実 

市ホームページや SNS※を活用し、各主体の活動情報や支援情報など、

積極的に情報提供を行います。 

事業名 ①市ホームページ等を活用した情報提供 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

３．市の具体的施策 

【推進項目 B まちづくり情報の提供】 

継 続 実 施 

※     現在実施、または平成２９年度以降のスケ 

ジュールが確定しているもの 

※     新規事業や事業実施が確定されていない事業 

 事業者による設計・工事 
 

整備手法の検討 実施設計 開設 
用地取得 
整備事業者の選定 

 

実 施 

 

実 施 検 討 継 続 実 施 

設 立 検 討 設立（平成 28 年 10 月 1 日）・運 営 
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事業名 ②市民活動レポート事業※ 担当課 まちづくり協働課 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 
 

   

     

具体的 

施策 

b 情報誌の充実 

情報紙の作成や広報くさつ等を活用し、各主体の活動情報や支援情報な

ど、積極的に情報発信を行います。また、町内会やＮＰＯ向けに各種支援

情報を掲載した資料集を発行し、市民自らが行うまちづくり活動を応援し

ます。 

事業名 ①市民活動団体情報紙の発行 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

 

 

 

 

  

事業名 ②まちづくり資料集の発行(町内会向け) 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

    

事業名 ③市民活動資料集の発行 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 
    

事業名 ④協働事業事例集の発行 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

    

継 続 実 施 

継 続 実 施 

  

実 施 

 

継 続 実 施 

継 続 実 施 

 

継 続 実 施 

実 施 年次計画 
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具体的 

施策 

a 財政的援助 

まちづくり協議会、基礎的コミュニティおよび市民公益活動団体が安定

した活動ができるよう財政的な支援を行います。また、中間支援組織が安

定した運営を図れるよう支援を行います。 

事業名 ①まちづくり協議会への交付金※事業 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 
    

事業名 ②基礎的コミュニティへの補助金※事業 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

  

  

事業名 ③市民活動保険助成制度 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

 

 

  
  

事業名 ④中間支援組織への補助金※事業 担当課 

まちづくり協働課 

健康福祉政策課 

長寿いきがい課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

  

  

     

具体的 

施策 

b 技術的援助 

まちづくり協議会や基礎的コミュニティの安定した運営のため、技術的

な支援を行います。また、市とまちづくり協議会との連携や情報共有が図

れるよう仕組みづくりに努めます。  

【推進項目 C まちづくり活動支援・資金助成】 

継 続 実 施 

継 続 実 施  

実 施 

継 続 実 施 

制 度 見 直 し 

実 施 検 討 実 施 検 討 継 続 実 施 

（平成 32 年度から実施予定） 
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事業名 ①まちづくり協議会との協働推進体制の整備 担当課 
まちづくり協働課 

各課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 
    

事業名 ②基礎的コミュニティ 設立支援・加入啓発事業 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

    

事業名 新 ③クラウドファンディング活用サポート事業 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

  

 

  

事業名 新 ④地域ポイント制度 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

  
  

 

事業名 
新 ⑤各まちづくり協議会の健幸宣言実現

に向けた取組の推進 
担当課 

地域保健課 

保険年金課 

まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

  

 

  

継 続 実 施 

継 続 実 施 

実 施  

継  続  実  施実 施 

実 施 検 討 実 施 

継  続  実  施
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具体的 

施策 

a 協働事業の実施 

協働で取り組むことができる可能性のある施策や事業について検証し、

協働による事業実施を推進します。 

事業名 ①市民まちづくり提案事業※ 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

   

 

 

 

  

事業名 ②協働事業の実施 担当課 各課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

    

事業名 ③ 協働契約ハンドブックの作成 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

具体的 

施策 

a 市民公益活動・地域活動の推進 

協働事業の促進、市民公益活動およびまちづくり協議会活動の健全な運

営にあたり、中間支援組織の活用を図ります。 

事業名 

①活動団体のネットワーク促進の連携 

（パワフル交流･市民の日※、ボランティアフェス

ティバル※の実施等） 

担当課 
まちづくり協働課 

健康福祉政策課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

【推進項目Ｂ 中間支援組織の活用】 

基本方針(2) 協働推進体制の強化 

【推進項目Ａ 協働事業の推進】 

継続実施 

継 続 実 施 

継 続 実 施 

実 施 制 度 見 直 し 

継 続 実 施 
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事業名 
②情報発信の連携 

（コミュニティくさつ※、社協くさつ※等の配布） 
担当課 

まちづくり協働課 

健康福祉政策課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

事業名 
③技術的支援における連携 

（協働コーディネーター※、相談機能の活用） 
担当課 

まちづくり協働課 

健康福祉政策課 

 

年次計画 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

 

 
 

 
  

事業名 
④人材育成事業の活用 

（人材育成講座の活用） 
担当課 

まちづくり協働課 

健康福祉政策課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

事業名 
⑤活動支援や資金の助成における連携 

（備品貸与や助成金事業の連携） 
担当課 

まちづくり協働課 

健康福祉政策課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

具体的 

施策 

a 職員研修の実施 

協働について正しく理解することで、各担当業務に生かしていけるよ

う、職員を対象とした研修会を開催します。 

事業名 ①職員対象協働研修 担当課 
まちづくり協働課 

職員課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

事業名 ②多様な主体との協働研修 担当課 まちづくり協働課 

年次計画 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

NPO 派遣研修 

【推進項目Ｃ 人材育成事業の展開】 

継 続 実 施 

継 続 実 施 

継 続 実 施 

継 続 実 施 

継 続 実 施 

実 施 検 討  実 施 継 続 実 施 
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協働のまちづくりを実現するためには、推進計画をより実効性の高いものにすることが

必要です。そこで、本市では市民と行政との協働のまちづくりを全庁的に推進するために、

平成２２年度から市長を本部長とし、各部局の長をメンバーとする「草津市協働のまちづ

くり推進本部会議」を設置しています。本部会議において、庁内の連携・調整を図るとと

もに、推進本部会議の下に総括副部長会議メンバー等で構成する幹事会を設置し、協働の

まちづくりを推進するための施策・システムなどを検討します。 

 

 

 

 

本計画に示す施策を確実に実行していくためには、計画の中で示されたスケジュールと

実際の進行状況を定期的に点検し、適宜、スケジュール変更や作業手順の見直しなど、必

要な措置を講じていくことが必要です。 

このため、本計画では「Plan（計画）」、「Do（実施）」、「Check（評価）」、「Action（改

善）」の一連の流れに沿った PDCA サイクルにより、効果的な進捗管理を行っていきます。 

また、「Check（点検）」については、毎年度自己評価を行い、学識経験者、関係団体の

代表者、公募市民から構成される「草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会」

の意見を聴き、必要に応じて次年度の事業に反映していきます。 

 

▼PDCA サイクル イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．計画の推進体制の整備 

２．計画の進捗管理 

第４章 計画の推進にあたって 

Ｐｌａｎ 
Ｄｏ 

Ｃｈｅｃｋ Ａｃｔｉｏｎ 【計画】 

【実施】 

【評価】 

【改善】 

計画の策定・改定 

取組状況の評価 

取組の見直し 取組の実施 
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資 料 編 

 

１．草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会委員（※五十音順・敬称略） 

NO. 分類 氏名 所属 

１ 

学識経験 

北井 香 滋賀県立大学地域共生センター 研究員 

２ 重原 文江 くさつ☆パールプロジェクト代表 

３ 中川 幾郎 帝塚山大学 名誉教授 

４ 

地縁団体 

宇野 吉明 矢倉学区未来のまち協議会 副会長 

５ 花澤 仁左エ門 志津南学区まちづくり協議会 会長 

６ 
市民公益 

活動団体 

岡本 庄司 
ケア体操「あおばな」 

（ボランティア連絡協議会会長） 

７ 宮下 千代美 
特定非営利活動法人ディフェンス 常勤理事 

（まちづくりセンター運営協議会代表） 

８ 教育機関 井上 拓也 立命館大学総務部ＢＫＣ地域連携課 課長 

９ 

公募 

阿万 久美 公募市民 

１０ 古田 真吾 公募市民 

※委嘱期間：平成 2８年７月１日～平成３０年 3 月 31 日 

 

 

２．草津市協働のまちづくり推進計画中間見直しの経過 

項目 日時・場所 内容等 

第１回 
平成 2９年６月２７日（火）10:00～ 

市役所４階行政委員会室 

協働のまちづくり推進計画

の進捗および達成度の評価 

第２回 
平成 2９年８月２８日（月）1０:00～ 

市役所４階行政委員会室 

推進計画中間見直し（素案）

にかかる審議 

第３回 
平成 29 年１１月６日（月）1０:00～ 

市役所４階行政委員会室 

推進計画中間見直し（案）に

かかる審議 

第４回 平成３０年 2 月中旬予定 
パブリックコメントの結果

報告 
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３．用語解説 

【あ行】 

●ＩＣＴ活用法 

Information and Communication Technology（インフォメーション・アンド・コミ

ュニケーション・テクノロジー）の略で、一般的には情報通信技術という意味 

●SNS 

social networking service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略で、イン

ターネット上の交流を構築するサービス 

 

【か行】 

●協働コーディネーター 

協働における課題を解決するために必要な助言等を行う専門家 

●草津市中心市街地活性化基本計画 

平成 25 年 12 月から平成 31 年 3 月までの期間で、中心市街地を、市民の暮らしを支

え続ける、市民の「生活拠点」として再生するための市の計画 

●交付金 

 国または地方公共団体などが、特定の目的をもって交付する金銭的な支援 

●コミュニティＡＷＡＲＤ 

地域コミュニティの活動を促進するため地道に活動を続けてきた市民の公益活動に対す

る表彰制度 

●コミュニティくさつ 

市民がつくるまちの情報誌として、草津市のコミュニティの現状や課題、市民公益活動

の紹介を行う情報誌 

●コミュニティ・スクールくさつ 

「地域とともにある学校」を目指し、保護者や地域住民の学校への支援・協力を、学校

経営への積極的な参画へと発展させ、学校経営の充実を図る制度 

●コミュニティビジネス講座 

財政確保や組織マネジメント、マーケティングなどの知識や手法を学ぶ講座 

 

【さ行】 

●実務講座 

市民公益活動団体を対象とした、人材育成・管理業務マネジメント等に関する連続講座 

●指定管理者制度 

地方公共団体が指定する法人やその他の団体（民間事業者を含む。）に、公の施設の管理

を行わせる制度 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
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●市民活動ハンドブック 

会計・規約・広報活動・資金調達・有益なサービスなど市民公益活動における実務に役

立つ情報や市内市民公益活動団体の動向調査の結果をまとめたハンドブック 

●市民活動レポート事業 

 市民活動団体を取材し、市ホームページで活動内容等を紹介する事業 

●市民総合交流センター 

草津駅周辺の公共施設の機能集積と多くの市民の交流の場として草津駅東地区にできる

新たな施設 

●市民まちづくり提案事業 

まちづくり活動、子育て、環境等の地域の課題について、NPO 等の市民公益活動団体か

ら協働事業の企画提案を募集し、関係する市の所管課と協働で取り組む事業 

●社協くさつ 

ボランティア活動、住民の福祉活動等を掲載した（社福）草津市社会福祉協議会が発行

する情報誌 

 

【た行】 

●第５次草津市総合計画 

草津市が平成２２年度から平成３２年度の１１年間で、市民の皆様とともにまちづくり

に取り組む指針となるものを示した計画 

●地域支え合い運送支援事業 

住民ボランティアによる通院や買物など外出が困難な高齢者等のための運送支援事業 

●地域サロン活動 

ふれあいを通じた孤立感の解消、高齢者の閉じこもり防止、介護予防などを目的として

町内会で実施される活動 

●地域サロン活動支援員 

地域サロン活動を通して高齢者の見守り活動を推進し、支えあいの関係づくりを推進す

る支援員 

●地域サロン交流会 

地域サロングループ同士のつながりをつくるための交流会 

●地域ポータルサイト「くさつ情報ネット」 

市内のまちづくり活動について、ホームページの閲覧者が最初にアクセスする入り口の

役割をもつサイト（ポータルサイト） 

 

【は行】 

●パワフル交流・市民の日 

市民活動団体と市民が交流することで、市民のまちづくりへの参加を促し、活気溢れる
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まちづくりを推進するためのイベント 

●人と街の未来をつくるカレッジ 

地域における課題や資源の発見、要因の探求、解決の手法をワークショップやまち歩き

等を通じて学ぶ人材育成講座 

●福祉活動推進員育成講座 

 地域福祉活動の住民リーダーや担い手の育成講座 

●福祉を考える市民のつどい 

福祉活動やボランティア活動を体験し学習することで、福祉について考えるきっかけを

つくるイベント 

●プロボノ制度 

まちづくり協議会に対する事業企画や広報・マーケティングなどの専門家や実務経験者

等の派遣制度 

●補助金 

 国または地方公共団体などが、公益性があると認めた特定の事務や事業に対し交付する

金銭的な支援 

●ボランティア情報紙「よみ～な」 

ボランティア活動の広報啓発のための情報誌 

●ボランティアフェスティバル 

ボランティア活動に参加するきっかけづくりや活動者同士のつながりをつくることを目

的としたイベント 

 

【ま行】 

●まちづくり機器 

市民活動団体などがコミュニティの醸成を目的に実施するイベントなどで必要となる各

種機器 

●まちづくり協議会交流会 

各まちづくり協議会が抱える共通的な課題の解決に向けての学習会や協議会同士の情報

交換の場としての交流会 

●まちの情報局 

市内における多様なまちづくり情報や図書、市民活動団体の情報等を集約整理したスペ

ース 

 

【ら行】 

●レンタルねっと☆くさつ 

（公財）草津市コミュニティ事業団と（社福）草津市社会福祉協議会で運営する、市内

における備品の貸出情報を集約したサイト 
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